様式第５号

事前着手に関する覚書
　　　　年　　月　　日付けの法定外公共物払下事前審査申請に係る申請地（以下「払い下げ地」という。）の取り扱いについて，波佐見町長 前川芳徳（以下「甲」という。）と申請人　　　　　　（以下「乙」という。）との間で，下記のとおり覚書を締結する。

（払い下げ地）

第１条　払い下げ地は，東彼杵郡波佐見町　　　郷字　　　　　番地　　先の　　　　　㎡とし，位置については申請書記載のとおりとする。

（事前着手承認）

第２条　甲は当覚書締結により，申請書記載の払い下げ地の使用目的に係る工事着手については承認する。

（売買契約）

第３条　売買契約の締結は，乙の工事が完成し，分筆登記が完了しだい甲に申し出ることとし，甲は遅滞なくこれに応じる。

　２　所有権移転登記は，乙が甲に売買代金を完納した時とする。

（売買金額）

第４条　払い下げ地の売買単価は，　　　　　　　円／㎡とする。

（費用負担）

第５条　払い下げ地の売買契約，分筆及び所有権登記など払い下げに係る一切の費用は，乙の負担とする。

（損害賠償）

第６条　乙はこの覚書の記載した事項に違反したとき並びに払い下げ地に係り甲に損害を与えたときは、甲の定める損害賠償金を甲へ支払うものとする。

（信義則）

第７条　甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの覚書の条項を履行するものとする。

（疑義等の決定）

第８条　この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し、疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。

　　　　年　　月　　日

　　甲　　　　住　　所　　　長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷６６０番地

　　　　　　　氏　　名　　　　　波佐見町長　　　　前川  芳徳
　　乙　　　　住　　所　　　　

　　　　　　　氏　　名

